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序．はじめに 

1 

序．はじめに 
序-1 計画の目的 

本市は、古代から京畿と中国大陸を結ぶ重要な拠点として機能し、また、越前国一の宮とし

て創建された氣比神宮の門前町としても栄えました。近世では北前船が寄港する港町として発

展し、明治期には日本海側初の鉄道が開通し、ロシアなど対岸諸国と定期航路も開設され、交

通の要衝・中継地として人や物資が行き交う重要な役割を担ってきました。 

令和 6 年 3 月 16 日には北陸新幹線敦賀開業となり、首都圏や中京・関西方面と繋がる交通

結節点として、これまで以上に本市の地域公共交通の重要性が高まっています。 

一方、我が国では急激な人口減少・高齢化が進み、本市でも同様な状況であり、これまでの

地域公共交通サービスを維持するだけでは多様化した公共交通に対するニーズに対応すること

が困難な状況となっています。これからの地域公共交通の役割・機能を整理したうえで、新た

な交通体系の確立が急務となっています。 

そこで、本市に適した地域公共交通施策を計画的に推進するための指針を示す本計画を策定

します。具体的には、地域公共交通の基本方針、施策、事業等に関する内容と実施主体を定

め、さらに、計画の達成状況の評価に関する事項を定めます。 

 

 

 

序-2 計画の位置づけ 

本計画は、以下のとおり位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本計画の位置づけ 

 

 

 

序-3 計画の区域・期間 

本計画の区域は敦賀市全域を対象とします。 

期間は、令和 7 年度から令和 11 年度までの 5 年間とします。 

ただし、本計画の達成状況の評価に基づく見直しを毎年度実施するとともに、社会情勢や法制

度等の変化に応じた見直しを適宜行うものとします。 

 

 

敦賀市 

地域公共交通計画 

（令和 7 年 3 月策定） 

第８次敦賀市総合計画 

・敦賀市都市計画 

マスタープラン 

（令和 3 年 7 月策定） 

・敦賀市立地適正化計画 

（令和 7 年 3 月改定） 等 

・嶺南地域公共交通 

計画 

（令和７年３月策定） 
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１．上位・関連計画の整理 
上位・関連計画の概要は以下のとおりです。 

 

第8次敦賀市総合計画 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【政策テーマ・取組方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１．上位・関連計画の整理 

3 

 
敦賀市都市計画マスタープラン 

【都市づくりの将来像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市づくりの基本方針】 

・まちなかを核とした便利で快適なまちづくり 

・誰もが安全で安心に暮らせるまちをつくる 

・賑わいと活気にあふれた住みたくなるまちをつくる 

・敦賀市らしいロマン漂う魅力的なまちをつくる 
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敦賀市立地適正化計画 

【まちづくりの理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりの方針】 

・都市機能が整備されている市街地の北側へ居住を誘導 
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２．社会情勢 
2-1 自動車運転免許保有者の推移（全国） 

自動車運転免許保有者は、平成 30 年をピークに減少傾向となっています。 

一方で、65 歳以上の保有者は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年末時点           【出典：警視庁交通局運転免許課「運転免許統計」（各年度版）】を基に作成 

図 自動車運転免許保有者の推移（全国） 

 

 

 

2-2 公共交通の担い手状況（全国） 

2-2-1 自動車運転者の改善基準告示の主な見直し項目 

「自動車運転者の改善基準告示」適用によりバス業界の長時間労働が改善される一方、運転手

不足は更に深刻化しています。 

 

表 自動車運転者の改善基準告示の主な見直し項目 

  
見直し前 

令和 6 年 3 月 31 日まで 

見直し後 

令和 6 年 4 月 1 日以降 

拘束時間※１ 

［1 年］ 

3,380 時間以内 

［1 年］ 

原則：3,300 時間以内 

［4 週平均 1 週間］ 

原則：65 時間以内 

最大：71.5 時間以内 

 

 

［1 ヶ月の拘束時間］（換算） 

原則：281 時間 

最大：309 時間 

［4 週平均 1 週間］ 

原則：65 時間以内 

最大：68 時間以内 

（52 週のうち 24 週まで） 

    ※65 時間超は連続 16 週まで 

［1 ヶ月の拘束時間］ 

原則：281 時間 

最大：294 時間（年 6 ヶ月まで） 

    ※281 時間超は連続 4 ヶ月まで 

休息時間※２ 
［1 日］ 

継続 8 時間以上 

［1 日］ 

継続 11 時間を基本とし、9 時間を下回らない 

※１ 拘束時間：使用者に拘束されている時間のこと。（「労働時間」＋「休憩時間」） 

（会社へ出社（始業）し、仕事を終えて会社から退社（終業）するまでの時間） 

※２ 休息時間：使用者の拘束を受けない時間のこと。 

（業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間） 

【出典：厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト：バス運転者の改善基準告示」】を基に作成 

13,190 14,209 15,342 16,390 17,102 17,681 18,184 18,635 18,852 19,078 19,280 19,462 19,838 

68,026 67,277 66,518 65,686 65,049 64,526 64,072 63,680 63,306 62,912 62,618 62,378 62,025 
16.2% 17.4% 18.7% 20.0% 20.8% 21.5% 22.1% 22.6% 22.9% 23.3% 23.5% 23.8% 24.2%
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30.0%

35.0%

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(千人) 自動車運転免許保有者の推移（全国）

65歳以上 16～64歳 65歳以上割合[ ] 保有者数（全年代）

[81,216] [81,486] [81,860] [82,076] [82,151] [82,207] [82,256] [82,315] [82,158] [81,990] [81,898] [81,840] [81,863]
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2-2-2 年代別大型二種免許保有者及び 70 歳以上保有者割合の推移 

大型二種免許保有者は減少傾向にある一方、70 歳以上の保有者割合は増加傾向にあります。

バスをはじめとする公共交通の担い手が不足しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年末時点            【出典：警視庁交通局運転免許課「運転免許統計」（各年度版）】を基に作成 

図 年代別大型二種免許保有者及び 70 歳以上保有者割合の推移（全国） 

 

 

2-2-3 バス運転手の充足状況・平均年齢 

半数以上のバス会社が運転手不足となっています。 

また、従事者の平均年齢を見ると、バス運転手は他の全産業平均の年齢と比べて高齢化が進

んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス運転手の充足状況           図 従事者の平均年齢 

  

不足している

56%

不足していない

44%

バス運転手の充足状況

［392社］ ［493社］

日本バス協会会員事業者（10両以上保有［乗合・貸切］）

53.0 

43.4 

0

10
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30

40
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60

バス運転手平均年齢 全産業平均

(歳)
従事者の平均年齢

※令和 3 年 7 月末時点 

（運転者の充足状況調査） 

【出典：一般社団法人日本バス協会資料】を基に作成 

【出典：厚生労働省「自動車運転者の長時間 

    労働解消に向けたポータルサイト： 

    統計から見るバス運転者の仕事」を基に作成 

93 85 78 70 65 59 54 50 47 43 39 36 33 

376 370 366 362 358 352 346 339 330 320 308 295 281 

268 263 257 251 250 247 235 223 212 204 200 197 198 

309 307 306 303 293 284 284 284 283 281 278 274 270 

29.5%
30.0%

30.4% 30.7% 30.3% 30.1%

30.9%

31.7%
32.5%

33.1%
33.7%

34.2%
34.5%
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28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(千人) 年代別大型二種免許保有者及び70歳以上保有割合の推移（全国）

～39歳 40歳～59歳 60歳～69歳 70歳～ 70歳以上割合

［1,046］ ［1,025］ ［1,007］ ［986］
［966］ ［942］ ［919］ ［896］ ［872］

［848］

[ ] 保有者数（全年代）

［825］ ［782］［802］
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2-3 バスの運行・休止・廃止状況（全国） 

バスの運行延長は増加傾向にある一方、令和３年度には休止路線の延長が約 80,000 ㎞、廃

止路線の累計延長が約 100,000 ㎞となるなど、路線バスの休止と廃止が相次いでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※運行（許可）・休止：各年度末時点の総延長  廃止：各年度に廃止の届出があった延長の累計 

【出典：国土交通省「乗合バス路線の許可・休止・廃止状況の推移」】を基に作成 

図 バスの運行（許可）・休止・廃止状況の推移 

 

 

  

420,757 420,844 433,597 
477,667 

510,252 
537,604 561,741 585,879 587,155 588,329 588,917 613,652 

16,193 

16,743 16,510 16,116 16,599 17,173 21,847 

37,551 39,632 40,503 
52,314 

79,046 

10,916 

18,374 
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34,193 
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【休止・廃止】

(㎞)
【運行（許可）】

(㎞)
バスの運行（許可）・休止・廃止路線延長の推移

運行（許可） 休止 廃止
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2-4 人件費・燃料価格の推移等（県・全国） 

人件費や燃料費等が急激に上昇しています。 

 

2-4-1 最低賃金増減率の推移（福井県） 

福井県における最低賃金は、13 年間で約 36.3％上昇（平成 22 年基準）しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：厚生労働省福井労働局「福井県最低賃金の推移」】を基に作成 

図 福井県における最低賃金増減率の推移（平成 22 年基準） 

 

 

2-4-2 燃料価格の推移（福井県） 

燃料価格（軽油の卸価格）は、上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年 4 月時点：軽油取引税抜き       【出典：経済産業省資源エネルギー庁「卸価格調査」】を基に作成 

図 燃料価格（軽油の卸価格）の推移（福井県） 

 

 

  

65.8 

45.0 

58.0 

67.5 
72.8 

42.5 

68.7 

87.3 84.8 
89.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

(円/L) 燃料価格：軽油卸価格の推移（福井県）

［平成27年-令和元年］

平均62円/L

［令和2年-令和6年］

平均75円/L
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福井県最低賃金増減率の推移（平成22年基準）
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2-4-3 バス運行経費の内訳（全国） 

バスの運行に係る経費のうち、人件費と燃料油脂費が大半（約 7 割）を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：公益社団法人日本バス協会「2022 年度版（令和 4 年度）日本のバス事業」】を基に作成 

図 バス運行経費の内訳 

 

 

 

2-5 タクシー車両数の推移（全国） 

タクシー車両数は、減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法人タクシーのみ（ハイヤー、福祉輸送限定車量除く） 

※各年度末時点                            【出典：国土交通省資料】を基に作成 

図 タクシー車両数の推移 

 

 

200,758 196,502 194,666 192,736 191,363 190,127 188,792 186,247 184,188 181,900 177,367 175,425 173,041 
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(台) タクシー車両数の推移（全国）

人件費

57%
燃料油脂費

10%

その他諸経費

33%

バス運行経費の内訳（令和3年度）
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３．敦賀市の状況 

3-1 人口 

人口減少、少子化及び高齢化が進行する見通しとなっています。 

 

3-1-1 人口推移・将来推計 

敦賀市の総人口は、平成 17 年の 68,402 人をピークに減少しており、令和 32 年には

46,629 人まで減少する見通しが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：［平成 7 年～令和 2 年］国勢調査、［令和 7 年～令和 32 年］国立社会保障・人口問題研究所における 

将来推計データ（自然体）】を基に作成 

図 人口推移・将来推計 

 

 

3-1-2 年代別人口割合推移・将来推計（高齢化率） 

平成 17 年の総人口のピーク時には 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）が 20.9%であ

ったのに対し、令和 32 年には 39.5%まで割合が上昇する見通しが示されています。一方、

平成 17 年は 15.0％だった 15 歳未満の割合は、令和 32 年には 10.1％まで減少する見通

しとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：［平成 7 年～令和 2 年］国勢調査、［令和 7 年～令和 32 年］国立社会保障・人口問題研究所における 

将来推計データ（自然体）】を基に作成 

図 年代別人口割合推移・将来推計  

67,204 68,145 68,402 67,760 66,165 64,264 61,431 58,785 55,978 52,961 49,801 46,629 
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3-1-3 地区別人口分布 

赤丸の地域に人口が集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：国勢調査（R2）250m 人口メッシュ】を基に作成 

図 地区別人口分布  
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3-1-4 地区別高齢化率 

青丸の地域で特に高い傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：国勢調査（R2）250m 人口メッシュ】を基に作成 

図 地区別高齢化率 
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3-2 財政状況 

本市の一般会計の歳出（決算）は近年４００億円台で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 
図 歳出額推移（性質別） 

 

 
 
3-3 観光客入込状況 

北陸新幹線敦賀開業の効果により各施設への来場者が増加しています。 

 

表 観光客入込状況（施設来場者数：北陸新幹線開業前・開業後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 
 

  

開業後9ヶ月間
【令和6年3.16～12.15】

(人)

前年同時期
対前年比

【令和6年/令和5年】

(％)

① ② ①/②

金ヶ崎緑地 80,791 67,671 119.4%

赤レンガ倉庫 117,092 82,842 141.3%

鉄道資料館 38,435 20,356 188.8%

人道の港 敦賀ムゼウム 34,576 20,961 165.0%

敦賀駅交流施設 オルパーク 25,037 13,845 180.8%

ちえなみき 335,291 211,191 158.8%

リラポート 132,425 118,059 112.2%

計 763,647 534,925 142.8%

施設名等

11,611,485 11,196,498 11,199,321 11,255,060 11,427,906 11,507,017 12,311,370 14,163,069 13,408,557 14,429,504

4,584,383 3,254,679 2,716,836 2,375,592 3,493,893 5,282,678
7,992,718 8,563,589

5,196,407 7,132,716
12,646,154 13,231,514 13,146,490 13,503,570 14,659,337

15,259,153

24,323,697 21,959,871
24,644,899

25,284,788
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(千円) 歳出額推移（性質別）

義務的経費 投資的経費 その他の経費

[28,842,022] [27,682,691] [27,062,647] [27,134,222]
[29,581,136]

[32,048,848]

[44,627,785] [44,686,529] [43,249,863]
[46,847,008]
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3-4 自動車運転免許保有状況 

3-4-1 自動車運転免許保有者数の推移 

本市における自動車運転免許保有者数は平成 30 年の約 45,000 人から令和 4 年には約

44,000 人に減少傾向にある一方、65 歳以上の運転免許保有者の占める割合は上昇傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：福井県警察本部「福井の交通」】を基に作成 
図 自動車運転免許保有者の推移 

 
 
3-4-2 65 歳以上の自主返納者数の推移 

本市における 65 歳以上の自動車運転免許自主返納者数は、年間 250～300 人前後で推

移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典：福井県警察「運転免許統計（令和 4 年版）」】を基に作成 

図 65 歳以上の自動車運転免許自主返納者数の推移 
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3-5 日常生活における交通手段 

市民の日常生活における交通手段は、自動車が中心となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：令和 5 年度敦賀市市民アンケート】を基に作成 

図 日常生活における交通手段（平日） 
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5.9%

2.6%

2.8%

3.0%

4.7%

3.0%

11.1%

6.5%

8.1%

5.9%

59.8%

61.1%

48.9%

8.0%
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14.0%

13.1%

8.9%

1.6%

3.9%

2.2%
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買物
(n=386)

通勤

・

通学
(n=360)

通院
(n=135)

日常生活における交通手段（平日）※複数回答

バス（コミュニティバス・路線バス、ぐるっと敦賀周遊バス） 鉄道（JR北陸本線、JR小浜線）

タクシー 自転車

自動車 家族等による送迎

徒歩 その他（企業・学校による送迎、バイク等）

（n=回答数）無回答除く
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４．地域公共交通の状況 
4-1 地域公共交通の運行状況及び役割・機能等 

本市における地域公共交通の運行状況及び役割・機能等は以下のとおりです。 

本市では、北陸新幹線、JR 在来線、ハピラインふくいの鉄道路線及び路線バスが広域的な

移動手段（広域幹線）として機能しています。 

これらの広域的な移動手段に対し、敦賀駅で連絡するコミュニティバスとぐるっと敦賀周

遊バスが地域内幹線として交通サービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通の役割・機能等イメージ 
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表 地域公共交通の運行状況・役割・機能等 

種別 路線等 運行状況・役割・機能 

広域幹線 

（鉄道） 

北陸新幹線 ・本市と県外（主に北関東や信越、北陸）を広域的に連絡し、

交通サービスを提供 

 JR 北陸本線 ・本市と県外（主に中京、京阪神）を広域的に連絡し、交通サ

ービスを提供 

 JR 小浜線 ・本市と市外（嶺南市町等）を広域的に連絡し、交通サービス

を提供 

 ハピラインふくい ・敦賀市と市外（嶺北市町等）を広域的に連絡し、交通サービ

スを提供 

広域幹線 

（バス） 

路線バス ・本市と隣接する美浜町の間を運行し、交通サービスを提供 

地域内 

幹線 

コミュニティバス ・敦賀駅を起点に市内一円への移動サービスを提供し、買い物

や通院、通勤・通学等の目的に対応 

 ぐるっと敦賀 

周遊バス 
・敦賀駅を起点に観光拠点を周遊して移動サービスを提供し、

観光目的に対応 

その他 タクシー ・個々の需要に応じた移動サービスを提供し、観光や商用等で

本市を訪れる人のほか、通院や買い物等の目的にも対応 

 つるがシェア 

サイクル 
・個々の移動需要に応じて、観光拠点を中心に配置されたサイ

クルポートから利用者が自由に自転車を貸出・返却できる

サービスを提供し、主に観光目的に対応 
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4-2 地域公共交通の整備・利用状況 

4-2-1 鉄道の現況 

（１）乗り入れ状況 

市内に乗り入れる鉄道（北陸新幹線、JR 北陸本線、JR 小浜線及びハピラインふくい）は

いずれも敦賀駅を結節点として運行します。北陸新幹線は県外（北関東、信越、北陸）、JR 北

陸本線は県外（主に中京・京阪神）、JR 小浜線は主に嶺南市町、ハピラインふくいは主に嶺北

市町に連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鉄道路線図 

 

（２）利用状況 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少した乗降者数は回復傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 
※令和 5 年乗降者数：ハピラインふくいを含まない 

【出典：福井県統計年鑑】等を基に作成 

図 敦賀駅乗降者数の推移（1 日当たり）  
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4-2-2 バスの現況 

（１）整備状況 

バス（路線バス、コミュニティバス、ぐるっと敦賀周遊バス）は、いずれも敦賀駅を結節点

として運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス路線図 
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（２）バス停圏域 

停留所から半径 500m をバス停圏域と定義した場合、総人口に占めるカバー率は 98.3％

となり、市内のほぼを全域カバーしています。 

 

表 バスの人口カバー率 

①人口（市全体）※ ②バス停圏域に含まれる人口 人口カバー率：②/① 

64,269 人 63,152 人 98.3％ 

※国勢調査（R2）：250m 人口メッシュの人口総数を基に、敦賀市の人口を集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：【国勢調査（R2）250m 人口メッシュとバス停圏域】を基に作成 

図 バス停圏域  
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（３）利用状況 

①路線バス 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少した利用者数は回復傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：福井鉄道㈱ 提供データ】を基に作成 

図 路線バス利用者数の推移 
 

②コミュニティバス 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少した利用者数は回復傾向にあり、令和 6

年度の利用者数は 30 万人を超える見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 コミュニティバス利用者数の推移 

 

③ぐるっと敦賀周遊バス 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少した利用者数は回復・増加傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 ぐるっと敦賀周遊バス利用者数の推移  
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④時間帯ごとのバス利用状況 

通勤通学の利用により、朝の出発時間帯に利用が集中しています。 

また、1 便当たりの平均利用者数は、始発から 7 時台で 8.9 人/便、8 時台から 16 時台で

6.9 人/便、17 時台から最終で 4.9 人/便となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コミュニティバス定時便の令和 6 年 4～12 月の平日利用者数 1 ヶ月平均（基準：出発時間） 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 時間帯ごとのバス利用割合及び 1 便当たりの平均利用者数（1 ヶ月平均：平日） 

 

⑤時期ごとのバス利用状況 

ウインター定期の利用期間（12 月１日～３月３１日）は他の時期と比べて利用が多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

※コミュニティバス定時便、予約便、路線バスの利用者数 1 ヶ月平均 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 時期ごとのバス利用者数（1 ヶ月平均） 
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4-2-3 つるがシェアサイクルの現況 

つるがシェアサイクルは令和 2 年に導入しました。導入後、年々利用回数は増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 つるがシェアサイクル利用回数の推移 

 

 

4-2-4 北陸新幹線敦賀開業後の利用状況 

北陸新幹線開業後、各種公共交通利用者は前年同時期と比較して増加しており、コミュニティ

バスで約 1.2 倍、ぐるっと敦賀周遊バスで約 1.7 倍、つるがシェアサイクルで約 1.8 倍となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：敦賀市資料】を基に作成 

図 新幹線開業後と前年同時期の利用者数比較 
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4-3 地域公共交通の利用意向等 

4-3-1 日常的に公共交通を利用する理由 

公共交通は自分で運転ができないなど、移動手段が少ない人を中心に利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位 3 つの回答を抜粋           【出典：令和 5 年度敦賀市市民アンケート】を基に作成 

図 日常的に公共交通を利用する理由 

 

 

4-3-2 運転免許返納後に利用していきたい移動手段 

運転免許返納後に利用していきたい移動手段は、「コミュニティバス・路線バス」が最も多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：令和 5 年度敦賀市市民アンケート】を基に作成 

図 運転免許返納後に利用していきたい移動手段 
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19.0%

14.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

自家用車・自転車を運転できない

目的地にいきやすい

最寄り駅・バス停が近い

日常的に公共交通（JR（鉄道）、コミュニティバス・路線バス）を

利用する理由

（回答数n=42）無回答除く

66.4%

54.6%

42.1%

40.1%

24.3%

21.7%

19.7%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

コミュニティバス・路線バス

家族等による送迎

徒歩

タクシー

JR（鉄道）

自転車

ぐるっと敦賀周遊バス

その他

利用していきたい移動手段

（65歳以上の運転免許保有者）※複数回答

（回答者数n=152）無回答除く



４．地域公共交通の状況 

25 

 

4-3-3 公共交通の利用有無（交通手段別） 

約半数の方が公共交通を利用していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共交通の回答数：JR（鉄道）、コミュニティバス・路線バス、ぐるっと敦賀周遊バス、タクシーの合計 

【出典：令和 5 年度敦賀市市民アンケート】を基に作成 

図 公共交通の利用有無（交通手段別） 

 

 

4-3-4 公共交通利用者の満足度（年代別） 

公共交通利用者（上記 4-3-3 公共交通の利用有無（交通手段別）で「利用している」と回

答した方（年代の無回答除く））の満足度は、約 3 割が満足となっています。年代別で見ると

10 代と 60～74 歳は、満足の割合が比較的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：令和 5 年度敦賀市市民アンケート】を基に作成 

図 公共交通利用者の満足度（年代別）  

利用している, 
49.0%

利用していない, 
51.0%

公共交通の利用有無

（回答数n=1,591）無回答除く

合
計 

59.9%

49.3%

36.0%

50.6%

40.1%

50.7%

64.0%

49.4%

0% 50% 100%

JR（鉄道）(n=399)

コミュニティバス・路線バス(n=406)

ぐるっと敦賀周遊バス(n=389)

タクシー(n=397)

交通手段ごとの利用有無

利用している 利用していない（n=回答数）無回答除く

56.4%

32.7%

33.0%

26.1%

22.9%

43.1%

50.9%

53.7%

34.6%

34.3%

25.6%

38.5%

37.3%

49.5%

50.0%

43.2%

28.3%

22.4%

45.7%

41.6%

18.0%

28.8%

29.7%

24.4%

27.1%

13.7%

20.8%

23.9%

19.7%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０代(n=39)

２０代(n=52)

３０代(n=91)

４０代(n=176)

５０代(n=166)

６０～６４歳(n=51)

６５～６９歳(n=53)

７０～７４歳(n=67)

７５歳以上(n=81)

全年代(n=776)

公共交通利用者の満足度（年代別）

満足 どちらでもない 不満

（n=回答数：JR（鉄道）、コミュニティバス・路線バス、ぐるっと敦賀周遊バス、タクシーの合計）

利用していない、年代の無回答除く
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4-4 地域公共交通利用者に対する取り組み 

4-4-1 高齢者への支援策等 

「運転免許自主返納支援事業」や「高齢者外出支援事業」等を実施しています。 

 

 

4-4-2 その他利便性向上に向けた取組 

バスの現在地がリアルタイムで分かる乗換検索システム・バスロケーションシステムや、市

内で運行されているバス等における交通系 IC カード（ICOCA 等）決済システムの導入、敦

賀駅へのデジタルサイネージ設置など、利用者の利便性向上に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 乗換検索・バスロケーションシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 交通系 IC カード決済システム・デジタルサイネージ 

 

交通系ＩＣカード決済システム デジタルサイネージ（敦賀駅設置） 
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５．基本方針と目標 
本計画では、前章までに整理した現状を踏まえ、上位計画が目指す将来像を実現するため、

公共交通における基本的な方針及び目標を以下のように設定します。 

 

 

基本的な方針 
 

地域をつなぐ公共交通ネットワークづくり 

～暮らしを支える、活力と賑わいを生み出す 持続可能な公共交通環境の構築～ 

 

 

 

 

【目標１】 

誰でも気軽に利用できる公共交通の維持 

誰でも気軽に利用できる公共交通を目指し、将来にわたり持続可能な交通施策を実施 

します。 

 

 

【目標２】 

高齢者が安心して暮らせる環境の構築 

自家用車を運転しない、又は運転免許を返納しようとする高齢者が公共交通を利用し、 

安心して暮らせる環境を構築するための交通施策を実施します。 

 

 

【目標３】 

敦賀駅を結節点とした公共交通の強化 

公共交通ネットワークの結節点である敦賀駅を玄関口として、本市を訪れる来訪者が 

快適に移動できるための交通施策を実施します。 
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６．評価方針 
6-1 評価指標 

本計画の基本的な方針を実現するための目標に対する評価指標を以下のように設定します。 

 

評価指標 
現況値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

路線バス及び 

コミュニティバスの利用者数 
348,849 人 

令和 6 年度 

実績以上 

高齢者の公共交通満足度 34.6％ 
令和 5 年度 

実績以上 

ぐるっと敦賀周遊バス及び 

つるがシェアサイクルの利用数 
61,778 回 

令和 6 年度 

実績以上 

公共交通に対する市の負担額 

（利用 1 回あたり） 
424 円／回 

令和 6 年度 

実績以下 

 

 ※社会情勢の変化や目標の達成状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

6-2 目標と評価指標の関係性 

本計画で掲げる目標と評価指標の関係性について以下に整理します。 

 

表 目標と評価指標の関係性 

評価指標 目標１ 目標２ 目標３ 

路線バス及び 

コミュニティバスの利用者数 
●   

高齢者の公共交通満足度  ●  

ぐるっと敦賀周遊バス及び 

つるがシェアサイクルの利用数 
  ● 

公共交通に対する市の負担額 

（利用 1 回あたり） 
● ● ● 
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6-3 評価指標の算出方法 

評価指標は、以下の算出方法等で設定します。 

 

表 算出方法等 

評価指標 算出方法等 

路線バス及び 

コミュニティバスの利用者数 

【使用データ：取得年度】 

 ・事業者データ：毎年度 

【算出方法】 

 ・路線バス利用実績（年間利用者数） 

 ・コミュニティバス利用実績（年間利用者数） 

高齢者の公共交通満足度 

【使用データ：取得年度】 

 ・住民アンケート：令和 5 年度、計画最終年度 

【算出方法】 

 ・公共交通の満足度の設問で「利用していない」の回答

を除く 75 歳以上の回答者のうち、「満足」「まあ満足」

の回答割合 
※公共交通：JR（鉄道）、コミュニティバス・路線バス、

ぐるっと敦賀周遊バス、タクシー 

ぐるっと敦賀周遊バス及び 

つるがシェアサイクルの 

利用数 

【使用データ：取得年度】 

 ・事業者データ：毎年度 

【算出方法】 

 ・ぐるっと敦賀周遊バスの輸送人員（年間利用者数） 

・つるがシェアサイクル利用実績（年間利用回数） 

公共交通に対する市の負担額 

（利用 1 回あたり） 

【使用データ：取得年度】 

 ・普通会計決算データ、事業者データ：毎年度 

【算出方法】 

 ・公共交通の維持にかかる市の負担額の総額／公共交通

年間利用者数 

※公共交通：路線バス、コミュニティバス、ぐるっと敦

賀周遊バス、つるがシェアサイクル 
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７．目標を達成するために行う施策等 
7-1 施策一覧 

目標を達成するために行う施策は以下のとおりです。 

 

表 目標を達成するために行う施策一覧 

施 策 目標１ 目標２ 目標３ 

① 公共交通の運行 ● ● ● 

② 公共交通のニーズの把握 ● ● ● 

③ 駅やバス待合所の環境整備 ●  ● 

④ 鉄道やバスの連携強化 ●  ● 

⑤ 適正な運賃体系の検討 ● ● ● 

⑥ 公共交通の利用促進 ● ● ● 

⑦ デジタル技術を活用した情報提供 ●  ● 

⑧ 安心して利用できるバスの車両の維持 ● ● ● 

⑨ 交通弱者等に対する移動の支援 ● ●  

⑩ 来訪者が移動しやすい環境づくり   ● 

⑪ 嶺南地域への誘客拠点機能の強化   ● 

⑫ 観光拠点間の移動手段の確保   ● 

⑬ 新幹線開業効果の持続的なにぎわい創出   ● 
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7-2 施策の内容 

各施策の内容は、施策の具体的な実施方法（事業概要、実施主体、実施期間）について以下に

示します。また、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の達成に向けた取り組みの一環として、関

連する目標のアイコンを示します。 

 

① 公共交通の運行  
目標１ 目標２ 目標３ 

● ● ● 

【事業概要】 

・路線バス、コミュニティバスを運行します。 

・ハピラインふくいの安定的な経営を支援します。 

・広域路線バスの運行継続を確保するため、運行会社に対する支援を行います。 

・公共交通の担い手不足解消につながる支援を行います。 

・学生のコミュニティバスの利用が増える冬季期間や荒天時に増便運行を実施します。 

【実施主体】福井県、敦賀市、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

② 公共交通のニーズの把握  目標１ 目標２ 目標３ 

● ● ● 

【事業概要】 

・コミュティバス等の乗降調査を実施します。 

・乗降調査の結果や住民アンケートのほか、社会情勢等も踏まえた詳細な移動ニーズの把

握に取り組みます。 

【実施主体】敦賀市、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

③ 駅やバス待合所の環境整備 
 目標１ 目標２ 目標３ 

●  ● 

【事業概要】 

・鉄道を快適に利用できるよう、駅前広場や駅交流施設の維持、管理運営、清掃及び修繕

等を行います。 

・コミュニティバスを快適に利用できるよう、コミュニティバスの待合所を整備する市内

の各地区に対して補助を行います。 

【実施主体】敦賀市、地区 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 
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④ 鉄道やバスの連携強化 
 目標１ 目標２ 目標３ 

●  ● 

【事業概要】 

・鉄道事業者と連携し、敦賀駅の乗継機能の強化を図ります。 

・鉄道事業者及びバス事業者と連携し、通勤通学時間帯をはじめ、円滑な乗り継ぎができ

るコミュニティバスのダイヤを設定します。 

【実施主体】福井県、沿線市町、敦賀市、鉄道事業者、バス事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑤ 適正な運賃体系の検討  目標１ 目標２ 目標３ 

● ● ● 

【事業概要】 

・市内全域の統一運賃を維持することで誰でも気軽にバスを利用できるようにします。 

・運賃の適正な水準について検討します。 

【実施主体】敦賀市、バス事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑥ 公共交通の利用促進  
目標１ 目標２ 目標３ 

● ● ● 

【事業概要】 

 ・公共交通の利用方法を広報することで利用促進を図ります。 

・小中高生に対し、鉄道やバスの乗り方を知ってもらうためのリーフレットを配布し、公

共交通を利用するきっかけづくりに取り組みます。 

・市内の学校に通学時のバス利用に関するチラシを配布し、利用促進を図ります。 

・学生が利用しやすい定期券を販売します。 

・イベント開催時は、公共交通機関の利用を働きかけます。 

・嶺南 6 市町で連携し、JR 小浜線の利用促進を図ります。 

・市民は、公共交通の積極的な利用に努めます。 

【実施主体】福井県、嶺南市町、敦賀市、鉄道事業者、バス事業者、学校関係者、市民 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑦ デジタル技術を活用した情報提供  目標１ 目標２ 目標３ 

●  ● 

【事業概要】 

・バスダイヤ、バス停位置、運賃等の情報を標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

で作成し、オープンデータとして公開することで、路線バスやコミュニティバスを

Google 等で検索できるようにします。 

・バスロケーションシステムや乗換検索など、バスを利用しやすいシステムを運営します。

【実施主体】敦賀市、バス事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 
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⑧ 安心して利用できるバスの車両の維持  目標１ 目標２ 目標３ 

● ● ● 

【事業概要】 

・バスのバリアフリー化、低床化などを進め、誰でも利用できるバスを目指します。 

・老朽化したバス車両の入れ替えを適宜実施します。 

【実施主体】敦賀市、バス事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑨ 交通弱者等に対する移動の支援  目標１ 目標２ 目標３ 

● ●  

【事業概要】 

・運転免許証を自主返納した高齢者に対し、公共交通の利用を促すための支援を行います。

・高齢者が公共交通を利用して積極的に外出できる環境をつくります。 

・高齢化の進行により、鉄道やバスなどを利用した通院等が困難になるなど、新たな移動 

 ニーズが生じていることから、高齢者の外出を支援するための少量輸送の実証事業を行 

 い、実証結果を反映した支援の仕組みを作ります。 

・身体障がい等のため外出が困難な人に対し、タクシー利用の補助をします。 

【実施主体】敦賀市、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度（実証事業） 令和 8 年度から令和 11 年度（本格運行） 

 

⑩ 来訪者が移動しやすい環境づくり  目標１ 目標２ 目標３ 

  ● 

【事業概要】 

・観光客が観光地などを円滑に周遊できるよう、案内マップやホームページなどで観光地

等へのアクセスに関する情報提供を強化します。 

・市内観光の玄関口である敦賀駅西口と、広域アクセスの起点である東口の周辺の管理運

営を適切に行い、誰もが便利に利用できる環境を整えます。 

・市民はもとより県内外の利用者が安心安全に利用いただけるよう、おもてなし向上に努

めます。 

【実施主体】敦賀市、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑪ 嶺南地域への誘客拠点機能の強化  目標１ 目標２ 目標３ 

  ● 

【事業概要】 

・敦賀駅構内における観光案内、バス、鉄道、タクシーなど多様な交通手段の周知により

嶺南各地域への広域周遊を促進します。 

【実施主体】敦賀市、嶺南市町、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 
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⑫ 観光拠点間の移動手段の確保  目標１ 目標２ 目標３ 

  ● 

【事業概要】 

・ぐるっと敦賀周遊バスの運行、つるがシェアサイクルの運営とこれらの継続的な改善を

行います。 
・新幹線開業後の利用者の動向を分析し、必要に応じたバスのダイヤの見直しや路線の最

適化などを図ります。 
・シェアサイクルの利用状況を分析し、必要に応じて再配置等を検討します。 

【実施主体】敦賀市、交通事業者 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

⑬ 新幹線開業効果の持続的なにぎわい創出  目標１ 目標２ 目標３ 

  ● 

【事業概要】 

・氣比神宮の参道にふさわしい街並み形成や金ケ崎地区における賑わい施設など、新たな

拠点等整備により、多様な交流による賑わいを創出します。 

・外国語表記の案内マップの作製や看板の設置など、訪日旅行客等の受け入れ環境を強化

し、市民が参加する「オールつるがおもてなし隊」を中心に来訪者に対し、おもてなし

の心をもって対応することに努めます。 

【実施主体】敦賀市、民間事業者、交通事業者、市民 

【実施期間】令和 7 年度から令和 11 年度（継続実施） 

 

表 SDGs の目標に対する地方自治体の果たし得る役割（関連する目標） 

目標 目標の内容と自治体行政の役割 

 
目標３：すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 
住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も

住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態
の維持・改善に必要であるという研究も報告されています。 

 

目標 11：住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び 
人間居住を実現する 

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自
治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む
世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 SDGs の 17 の目標 

【出典：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

─導入のためのガイドライン─」】を基に作成 
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８．計画の進捗管理 
各目標を達成するための事業は、毎年の定期的なモニタリングによる評価を実施し、2～3 年

後に中間見直しを行い、5 年後に計画全体を見直していくことを基本とします。 

毎年の定期的なモニタリングにおいては、目標の達成状況を定量的・客観的に評価するための

公共交通利用者数などの数値指標を継続的に収集・分析し、「敦賀市地域公共交通協議会」で評

価を行うとともに、国の制度の変更や社会状況の変化、地域特性や利用状況等を勘案し、必要に

応じて計画の見直しを行うことによって、PDCA サイクルによるスパイラルアップを目指して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 PDCA サイクル（計画の進捗管理） 

 


